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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線が入射すると電流信号を出力する放射線検出器と、
前記放射線検出器が出力した電流信号を電圧信号に変換し、この電圧信号を基にして矩形
波パルスを形成する第１の変換ユニットと、
前記第１の変換ユニットが変換した電圧信号をサンプリングして、デジタル電圧データを
出力する第２の変換ユニットと、
前記第１の変換ユニットが形成した矩形波パルスを計数する計数ユニットと、
前記第２の変換ユニットが出力したデジタル電圧データと前記計数ユニットが出力した矩
形波パルスの計数値から積算計数値を求め、今回演算周期の積算計数値（今回）と前回演
算周期の積算計数値（前回）との差から実計数値（今回）を求めて記憶する演算ユニット
と、
前記演算ユニットが演算した結果を表示する表示ユニットと、を備え、
前記演算ユニットは、
演算周期毎に、実計数値（今回）と積算計数値（前回）を読み込み、
この読み込んだ実計数値（今回）が許容範囲に収まっているかどうかを判断し、
実計数値（今回）が許容範囲に収まっていると判断した場合は、許容範囲逸脱回数がゼロ
かどうかを判断し、
許容範囲逸脱回数がゼロであると判断した場合は、通常処理を実行し、
実計数値（今回）が許容範囲に収まっていないと判断した場合は、許容範囲逸脱回数に１



(2) JP 6628701 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

を加算し、さらにこの加算された許容範囲逸脱回数が１かどうかを判断し、
加算された許容範囲逸脱回数が１であると判断した場合は、積算計数値（前回）を、実計
数値が許容範囲を逸脱する直前の積算計数値として記憶し、さらに第１のノイズ処理を実
行し、
加算された許容範囲逸脱回数が１ではないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許
容回数に収まっているかどうかを判断し、
許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場合は、前記通常処理を実行し
、
許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていると判断した場合は、前記第１のノイズ処理を
実行し、
前記通常処理は、積算計数値（今回）を含む実計数値データ列から移動平均計数率（今回
）を求め、この求められた移動平均計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含
んでおり、　
前記第１のノイズ処理は、前回演算周期の工学値を今回演算周期の工学値として出力する
処理を含んでおり、
　許容範囲逸脱回数がゼロでないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に
収まっているかどうかを判断し、
許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場合は、前記通常処理を実行し
、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、
許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていると判断した場合は、積算計数値（前回）から
第１のノイズ処理直前の演算周期の積算計数値を減算し、この差分を許容範囲逸脱回数に
１を加えた数で除して第１の平均実計数値を求め、
この求められた第１の平均実計数値が許容範囲に収まっているかどうかを判断し、
第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていると判断した場合は、第２のノイズ処理を実
行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、
前記第２のノイズ処理は、許容範囲を逸脱している実計数値を第１の平均実計数値で置き
換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動平均計数率（今回）を求め、この求
められた移動平均計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含んでおり、
　第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていないと判断した場合は、第３のノイズ処理
を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、
前記第３のノイズ処理は、実計数値（今回）と許容範囲にある直近の実計数値を平均して
第２の平均実計数値を求め、許容範囲を逸脱している実計数値をこの第２の平均実計数値
で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動平均計数率（今回）を求め、
この求められた移動平均計数率を工学値に変換して出力する処理を含んでいる、
ことを特徴とする放射線測定装置。
【請求項２】
　前記演算ユニットは、
前記第１のノイズ処理を実行すると、この第１のノイズ処理が開始した時刻を記憶し、
前記第２のノイズ処理を実行すると、この第２のノイズ処理が実行された時刻を記憶し、
前記第３のノイズ処理を実行すると、この第３のノイズ処理が実行された時刻を記憶する
ことを特徴とする請求項１に記載の放射線測定装置。
【請求項３】
　前記表示ユニットは、
第１のノイズ処理が開始した時刻、第２のノイズ処理が実行された時刻、および第３のノ
イズ処理が実行された時刻を表示することを特徴とする請求項２に記載の放射線測定装置
。
【請求項４】
　前記演算ユニットは、
前記第２のノイズ処理を実行すると、この第２のノイズ処理が実行された積算回数を記憶
し、
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前記第３のノイズ処理を実行すると、この第３のノイズ処理が実行された積算回数を記憶
することを特徴とする請求項１に記載の放射線測定装置。
【請求項５】
　前記表示ユニットは、
第２のノイズ処理が実行された積算回数、および第３のノイズ処理が実行された積算回数
を表示することを特徴とする請求項４に記載の放射線測定装置。
【請求項６】
　前記演算ユニットは、
実計数値（今回）が設定された値を超えた場合、第１のノイズ処理、第２のノイズ処理、
および第３のノイズ処理を、スキップすることを特徴とする請求項１から５のいずれか１
項に記載の放射線測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線測定装置に関し、特に、放射線検出器から出力される電流信号を検出
することにより、線量率等を測定する放射線測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　原子力発電所、核燃料再処理施設、放射線利用施設、及びそれらの施設周辺等には、空
間の線量率等を測定するために、放射線測定装置が設置されている（例えば、特許文献１
～５を参照）。放射線測定装置は、通常の放射線レベルから、事故を想定した放射線レベ
ルまで、広い測定レンジを精度良く測定することが必要である。放射線測定装置の放射線
検出器には、微小かつ広いレンジの電流をカバーするために、例えば電離箱が使用されて
いる。放射線検出器の電離箱に放射線が作用すると、１０-14Ａ（アンペア）オーダから
１０-7Ａオーダの、微小かつ広いレンジの電流が発生する。
【０００３】
　このような微少電流を測定する放射線測定装置では、電流測定手段（オペアンプ）は、
反転入力端子と出力端子との間にコンデンサが接続されている。放射線測定装置の電流測
定手段に供給される入力電流は、電荷積分して電圧に変換される。その電圧が一定の電圧
になったら、自動的に放電させると、繰り返し、鋸波状パルスが発生する。放射線測定装
置の測定部は、設定時間内における鋸波状パルスの数を計数して計数値を求め、設定時間
が経過した時点で１パルスに満たない鋸波状パルスの電圧を測定して電圧値を求める。放
射線測定装置の測定部は、この計数値と電圧値との両方に基づき、微小電流を測定してい
る（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　以上、述べたように、この種の放射線測定は、微小電流を扱っている。ノイズに対して
特別な配慮が必要であるため、ノイズ除去手段を備えた放射線測定装置が開発されている
。放射線測定装置のノイズ除去手段は、定周期で測定した測定値を時系列的に並べて常に
最新化した測定値列を作成する。ノイズ除去手段は、この測定値列について、最新から過
去にさかのぼった測定値の一定期間の移動平均値を求める。最新の測定値が異常な場合は
、それを排除して移動平均を行う。
【０００５】
　測定値異常の代表的なものとして、装置内の静電気ノイズ電流が挙げられる。電離箱に
は、バイアス電圧として高電圧を供給する高電圧ラインが配設されている。この高電圧ラ
インは、絶縁物を介してコモンの０Ｖに接触している。吸湿または温度上昇等による絶縁
低下に起因して、０Ｖ接触箇所の近傍には、電荷が蓄積する。絶縁物ではそれに耐え切れ
なくなって放電が発生し、続いて充電が進行する。電離箱では、間隔をおいてこの充放電
が繰り返される。条件が緩和すると、正常復帰する現象が起こっている。
【０００６】
　放電と充電の電荷は相殺されるため、例えば鋸波状パルスのプラス側に、山が単発に重
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畳された形でノイズが発現する。この山は、鋸波状パルスの基本形状には影響を与えない
。このため、鋸波状パルスの電圧測定とノイズ侵入のタイミングが一致しなければ、測定
は影響を受けない。タイミングが一致した場合には、異常データを排除して測定するよう
にしている（例えば、特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭６１－８３９６７号公報
【特許文献２】特開２００６－９８０８１号公報
【特許文献３】特開２０００－２５８５３７号公報
【特許文献４】特開２００３－２８９６３号公報
【特許文献５】特開２００４－２９４１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　放射線測定装置の多くは、以上のように構成されている。すなわち、電流信号に基づく
鋸波電圧の基本波形に、ノイズ電流による電圧突変が重畳された測定データを排除するこ
とにより、ノイズによる指示変動を防止している。ノイズ継続期間は、ノイズを含む測定
データを排除するため、その後には、ノイズがなくなって移動平均に用いるデータ数が少
ない期間が発生する。ノイズ継続期間の移動平均は、放射線の統計的変動が大きくなって
測定精度に影響を与える。また、欠測時のデータを標準データで埋め合わせた場合には、
当該欠測時のデータが移動平均からなくなるまで、正確な測定に復帰することはできない
。
【０００９】
　この発明は前記のような放射線測定装置における課題点を解決するためになされたもの
であり、ワイドレンジでノイズによる測定への実質的な影響をなくした高信頼の放射線測
定装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る放射線測定装置は、放射線が入射すると電流信号を出力する放射線検出
器と、放射線検出器が出力した電流信号を電圧信号に変換し、この電圧信号を基にして矩
形波パルスを形成する第１の変換ユニットと、第１の変換ユニットが変換した電圧信号を
サンプリングして、デジタル電圧データを出力する第２の変換ユニットと、第１の変換ユ
ニットが形成した矩形波パルスを計数する計数ユニットと、第２の変換ユニットが出力し
たデジタル電圧データと計数ユニットが出力した矩形波パルスの計数値から積算計数値を
求め、今回演算周期の積算計数値（今回）と前回演算周期の積算計数値（前回）との差か
ら実計数値（今回）を求めて記憶する演算ユニットと、演算ユニットが演算した結果を表
示する表示ユニットと、を備え、演算ユニットは、演算周期毎に、実計数値（今回）と積
算計数値（前回）を読み込み、この読み込んだ実計数値（今回）が許容範囲に収まってい
るかどうかを判断し、実計数値（今回）が許容範囲に収まっていると判断した場合は、許
容範囲逸脱回数がゼロかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数がゼロであると判断した場合
は、通常処理を実行し、実計数値（今回）が許容範囲に収まっていないと判断した場合は
、許容範囲逸脱回数に１を加算し、さらにこの加算された許容範囲逸脱回数が１かどうか
を判断し、加算された許容範囲逸脱回数が１であると判断した場合は、積算計数値（前回
）を、実計数値が許容範囲を逸脱する直前の積算計数値として記憶し、さらに第１のノイ
ズ処理を実行し、加算された許容範囲逸脱回数が１ではないと判断した場合は、この許容
範囲逸脱回数が許容回数に収まっているかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数
に収まっていないと判断した場合は、通常処理を実行し、許容範囲逸脱回数が許容回数に
収まっていると判断した場合は、第１のノイズ処理を実行し、通常処理は、積算計数値（
今回）を含む実計数値データ列から移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移動
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平均計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含んでおり、第１のノイズ処理は
、前回演算周期の工学値を今回演算周期の工学値として出力する処理を含んでおり、許容
範囲逸脱回数がゼロでないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっ
ているかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場合
は、前記通常処理を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、許容範囲逸脱回数が
許容回数に収まっていると判断した場合は、積算計数値（前回）から第１のノイズ処理直
前の演算周期の積算計数値を減算し、この差分を許容範囲逸脱回数に１を加えた数で除し
て第１の平均実計数値を求め、この求められた第１の平均実計数値が許容範囲に収まって
いるかどうかを判断し、第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていると判断した場合は
、第２のノイズ処理を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、前記第２のノイズ
処理は、許容範囲を逸脱している実計数値を第１の平均実計数値で置き換え、置き換え後
の実計数値データ列に基づいて移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移動平均
計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含んでおり、　第１の平均実計数値が
許容範囲に収まっていないと判断した場合は、第３のノイズ処理を実行し、さらに許容範
囲逸脱回数をリセットし、前記第３のノイズ処理は、実計数値（今回）と許容範囲にある
直近の実計数値を平均して第２の平均実計数値を求め、許容範囲を逸脱している実計数値
をこの第２の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動平
均計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率を工学値に変換して出力する処
理を含んでいる。
【００１１】
　また、この発明に係る放射線測定装置において、演算ユニットは、許容範囲逸脱回数が
ゼロでないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっているかどうか
を判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場合は、通常処理を
実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まって
いると判断した場合は、積算計数値（前回）から第１のノイズ処理直前の演算周期の積算
計数値を減算し、この差分を許容範囲逸脱回数に１を加えた数で除して第１の平均実計数
値を求め、この求められた第１の平均実計数値が許容範囲に収まっているかどうかを判断
し、第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていると判断した場合は、第２のノイズ処理
を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、第２のノイズ処理は、許容範囲を逸脱
している実計数値を第１の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基
づいて移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率（今回）を工学値
に変換して出力する処理を含んでいる。
【００１２】
　また、この発明に係る放射線測定装置において、演算ユニットは、第１の平均実計数値
が許容範囲に収まっていないと判断した場合は、第３のノイズ処理を実行し、さらに許容
範囲逸脱回数をリセットし、第３のノイズ処理は、実計数値（今回）と許容範囲にある直
近の実計数値を平均して第２の平均実計数値を求め、許容範囲を逸脱している実計数値を
この第２の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動平均
計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率を工学値に変換して出力する処理
を含んでいる。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明に係る放射線測定装置は、放射線が入射すると電流信号を出力する放射線検出
器と、放射線検出器が出力した電流信号を電圧信号に変換し、この電圧信号を基にして矩
形波パルスを形成する第１の変換ユニットと、第１の変換ユニットが変換した電圧信号を
サンプリングして、デジタル電圧データを出力する第２の変換ユニットと、第１の変換ユ
ニットが形成した矩形波パルスを計数する計数ユニットと、第２の変換ユニットが出力し
たデジタル電圧データと計数ユニットが出力した矩形波パルスの計数値から積算計数値を
求め、今回演算周期の積算計数値（今回）と前回演算周期の積算計数値（前回）との差か
ら実計数値（今回）を求めて記憶する演算ユニットと、演算ユニットが演算した結果を表
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示する表示ユニットと、を備え、演算ユニットは、演算周期毎に、実計数値（今回）と積
算計数値（前回）を読み込み、この読み込んだ実計数値（今回）が許容範囲に収まってい
るかどうかを判断し、実計数値（今回）が許容範囲に収まっていると判断した場合は、許
容範囲逸脱回数がゼロかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数がゼロであると判断した場合
は、通常処理を実行し、実計数値（今回）が許容範囲に収まっていないと判断した場合は
、許容範囲逸脱回数に１を加算し、さらにこの加算された許容範囲逸脱回数が１かどうか
を判断し、加算された許容範囲逸脱回数が１であると判断した場合は、積算計数値（前回
）を、実計数値が許容範囲を逸脱する直前の積算計数値として記憶し、さらに第１のノイ
ズ処理を実行し、加算された許容範囲逸脱回数が１ではないと判断した場合は、この許容
範囲逸脱回数が許容回数に収まっているかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数
に収まっていないと判断した場合は、通常処理を実行し、許容範囲逸脱回数が許容回数に
収まっていると判断した場合は、第１のノイズ処理を実行する、通常処理は、積算計数値
（今回）を含む実計数値データ列から移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移
動平均計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含んでおり、第１のノイズ処理
は、前回演算周期の工学値を今回演算周期の工学値として出力する処理を含んでおり、許
容範囲逸脱回数がゼロでないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に収ま
っているかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場
合は、前記通常処理を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、許容範囲逸脱回数
が許容回数に収まっていると判断した場合は、積算計数値（前回）から第１のノイズ処理
直前の演算周期の積算計数値を減算し、この差分を許容範囲逸脱回数に１を加えた数で除
して第１の平均実計数値を求め、この求められた第１の平均実計数値が許容範囲に収まっ
ているかどうかを判断し、第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていると判断した場合
は、第２のノイズ処理を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、前記第２のノイ
ズ処理は、許容範囲を逸脱している実計数値を第１の平均実計数値で置き換え、置き換え
後の実計数値データ列に基づいて移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移動平
均計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含んでおり、　第１の平均実計数値
が許容範囲に収まっていないと判断した場合は、第３のノイズ処理を実行し、さらに許容
範囲逸脱回数をリセットし、前記第３のノイズ処理は、実計数値（今回）と許容範囲にあ
る直近の実計数値を平均して第２の平均実計数値を求め、許容範囲を逸脱している実計数
値をこの第２の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動
平均計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率を工学値に変換して出力する
処理を含んでいる、ことにより、ワイドレンジでノイズによる測定への実質的な影響をな
くした高信頼の放射線測定装置を得ることが可能になる。

【００１４】
　また、この発明に係る放射線測定装置において、演算ユニットは、許容範囲逸脱回数が
ゼロでないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっているかどうか
を判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場合は、通常処理を
実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まって
いると判断した場合は、積算計数値（前回）から第１のノイズ処理直前の演算周期の積算
計数値を減算し、この差分を許容範囲逸脱回数に１を加えた数で除して第１の平均実計数
値を求め、この求められた第１の平均実計数値が許容範囲に収まっているかどうかを判断
し、第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていると判断した場合は、第２のノイズ処理
を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、第２のノイズ処理は、許容範囲を逸脱
している実計数値を第１の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基
づいて移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率（今回）を工学値
に変換して出力する処理を含んでいる、ことにより、ノイズ侵入の直前と直後の積算計数
値に基づき平均実計数値を求めてノイズ侵入期間の実計数値を補間し、設定されたデータ
数の実計数値の時系列的な並びとしてのデータ列を最新化するようにしたので、実質的に
欠測のない高信頼の放射線測定装置を提供できると共に、移動平均計数率の算出に係るデ
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ータ数が減ることによるゆらぎを防止して安定した精度が得られる。
【００１５】
　また、この発明に係る放射線測定装置において、演算ユニットは、第１の平均実計数値
が許容範囲に収まっていないと判断した場合は、第３のノイズ処理を実行し、さらに許容
範囲逸脱回数をリセットし、第３のノイズ処理は、実計数値（今回）と許容範囲にある直
近の実計数値を平均して第２の平均実計数値を求め、許容範囲を逸脱している実計数値を
この第２の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動平均
計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率を工学値に変換して出力する処理
を含んでいる、ことにより、ノイズ侵入の直前と直後の積算計数値に基づき平均実計数値
を求めてノイズ侵入期間の実計数値を補間し、設定されたデータ数の実計数値の時系列的
な並びとしてのデータ列を最新化するようにしたので、実質的に欠測のない高信頼の放射
線測定装置を提供できると共に、移動平均計数率の算出に係るデータ数が減ることによる
ゆらぎを防止して安定した精度が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の構成要素を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の動作を説明するための信号波形図
であり、放射線検出器から出力される電流信号の形状を表している図である。
【図３】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の動作を説明するための信号波形図
であり、鋸波状パルスの波形を模式的に表している図である。
【図４】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の動作を説明するための信号波形図
であり、パルス波形の形状を模式的に表している図である。
【図５】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の信号波形に重畳するノイズの形状
を示す図であり、自己汚染核種に起因するノイズの形状を示している図である。
【図６】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の信号波形に重畳するノイズの形状
を示す図であり、静電気に起因するノイズの形状を示している図である。
【図７】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置の信号波形に重畳するノイズの形状
を示す図であり、電磁誘導に起因するノイズの形状を示している図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係わる放射線測定装置の動作を説明するためのフローチ
ャート図である。
【図９】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置における通常処理（Ｄ０）の動作を
説明するためのフローチャート図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置におけるノイズ処理（Ｄ１）の動
作を説明するためのフローチャート図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置における第１の平均実計数値を求
める動作を説明するためのフローチャート図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置におけるノイズ処理（Ｄ２）の動
作を説明するためのフローチャート図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係わる放射線測定装置におけるノイズ処理（Ｄ３）の動
作を説明するためのフローチャート図である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係わる放射線測定装置におけるＳ０６１の動作を説明
するためのフローチャート図である。
【図１５】本発明の実施の形態２に係わる放射線測定装置におけるＳ１４１の動作を説明
するためのフローチャート図である。
【図１６】本発明の実施の形態２に係わる放射線測定装置におけるＳ１５１の動作を説明
するためのフローチャート図である。
【図１７】本発明の実施の形態３に係わる放射線測定装置におけるＳ１４２の動作を説明
するためのフローチャート図である。
【図１８】本発明の実施の形態３に係わる放射線測定装置におけるＳ１５２の動作を説明
するためのフローチャート図である。
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【図１９】本発明の実施の形態４に係わる放射線測定装置の動作を説明するためのフロー
チャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施の形態に係る放射線測定装置について、図を参照しながら以下に説明する
。なお、各図において、同一または同様の構成部分については同じ符号を付しており、対
応する各構成部のサイズや縮尺はそれぞれ独立している。例えば構成の一部を変更した断
面図の間で、変更されていない同一構成部分を図示する際に、同一構成部分のサイズや縮
尺が異なっている場合もある。また、放射線測定装置の構成は、実際にはさらに複数の部
材を備えているが、説明を簡単にするため、説明に必要な部分のみを記載し、他の部分に
ついては省略している。
【００１８】
実施の形態１．
　図１は、本願の実施の形態に係わる放射線測定装置１００の構成を示す構成図である。
同図に示すように、放射線測定装置１００は、放射線検出器１、電流／電圧・周波数変換
ユニット２（第１の変換ユニット）、計数ユニット３、アナログ／デジタル変換ユニット
４（第２の変換ユニット）、演算ユニット５、表示ユニット６およびバイアス電源ユニッ
ト７などから構成されている。放射線検出器１は、電流／電圧・周波数変換ユニット２の
電荷積分部２１の入力側に接続されている。放射線検出器１は、入射した放射線により生
成された電流信号を、電流／電圧・周波数変換ユニット２に出力する。
【００１９】
　電流／電圧・周波数変換ユニット２は、電荷積分部２１、電圧比較部２２、電荷放電部
２３、矩形波パルス出力部２４を有する。電荷積分部２１は、コンデンサ２１１及びオペ
アンプ２１２を有する。オペアンプ２１２は、反転入力端子と出力端子との間にコンデン
サ２１１が接続されている。オペアンプ２１２の出力側は、電圧比較部２２の入力側、及
びアナログ／デジタル変換ユニット４の入力側に接続されている。電圧比較部２２の出力
側は、電荷放電部２３の入力側及び矩形波パルス出力部２４の入力側に接続されている。
電荷放電部２３は定電流源２３１を有する。矩形波パルス出力部２４の出力側は、計数ユ
ニット３の入力側に接続されている。
【００２０】
　計数ユニット３の出力側は、演算ユニット５に接続されている。アナログ／デジタル変
換ユニット４の出力側は、演算ユニット５に接続されている。バイアス電源ユニット７は
、演算ユニット５から指令を受け、放射線検出器１に、バイアス電圧として、例えば６０
０～８００Ｖ程度の高電圧を供給する。演算ユニット５は、工学値演算処理手段とノイズ
処理手段とを有し、それらの機能はマイクロプロセッサ５ａにて実行されるプログラムに
て実現されている。工学値演算処理手段は、実計数値算出部５１、実計数値メモリ５２、
移動平均計数率算出部５４、工学値変換部５５を有している。ノイズ処理手段は、ノイズ
処理部５３を有している。
【００２１】
　演算ユニット５は、表示ユニット６と接続されている。表示ユニット６は、演算ユニッ
ト５から出力されたデータを表示すると共に、演算ユニット５の設定等の操作を行う。な
お、これら電流／電圧・周波数変換ユニット２、計数ユニット３、アナログ／デジタル変
換ユニット４、演算ユニット５、表示ユニット６およびバイアス電源ユニット７は、例え
ば一つの箱に収容されている。また、放射線検出器１～バイアス電源ユニット７の全てが
一つの箱に収容されていることもある。
【００２２】
　電流信号を出力する放射線検出器１として、電離箱、ＮａＩ（ＴＩ）シンチレーション
検出器、プラスチックシンチレーション検出器等が採用されている。以下では、放射線検
出器１として、例えば、球形アルミニウム容器に、加圧したアルゴンまたは窒素あるいは
それらの混合ガスを封入した電離箱を使用することを想定している。電離箱は、バックグ



(9) JP 6628701 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

ラウンド線量率レベルの１０-14Ａオーダの電離電流から、原子力発電所の事故を施設周
辺で測定することを想定した線量率レベルの１０-7Ａオーダの電離電流まで、を対象にし
た線量率が測定できる。
【００２３】
　放射線検出器１に電離箱を使えば、約７デカードという広いレンジで、かつ、エネルギ
ー特性が良好（平坦）な線量率が測定できる。ＮａＩ（ＴＩ）シンチレーション検出器、
およびプラスチックシンチレーション検出器は、検出器を構成する光電子増倍管の暗電流
が１０-9Ａオーダと大きいため、この暗電流が無視できる高線量率領域の電流信号を測定
するのに適している。以下、電離箱を放射線検出器１の代表として、放射線測定装置１０
０の動作を説明する。
【００２４】
　電離箱（放射線検出器１）は、入射した放射線に対する線量率レスポンスにおいて、線
量率に比例した電流を出力する。電流／電圧・周波数変換ユニット２は、その電流信号を
入力して、電流に比例する繰り返し周波数の鋸波状パルスと、その鋸波状パルスの山から
谷へ反転するタイミングで矩形波パルスを出力する。アナログ／デジタル変換ユニット４
は、その鋸波状パルスを形成する電圧信号をサンプリングして、電圧値（デジタル変換デ
ータ）を出力する。計数ユニット３は、矩形波パルス出力部２４が出力した矩形波パルス
を計数して、計数値を出力する。その計数値はオーバーフローに至る前に、設定された値
（リセット設定値）でリセットされる。計数ユニット３は、リセットを間に挟んだ場合、
特別にそのリセット情報も合わせて演算ユニット５に出力する。
【００２５】
　図２から図４は、本願の実施の形態に係わる放射線測定装置１００の動作を説明するた
めの信号波形を示している。同図を参照して、電流／電圧・周波数変換ユニット２の動作
について説明する。図２では、放射線検出器１から出力される電流信号（Ｊ）が、間隔ｔ
ｏ（演算周期）でステップ状に変化した場合を仮定している。電流信号（Ｊ）は、時間Ｔ
１から時間Ｔ２の間では電流Ｊ１を示している。電流信号（Ｊ）は、時間Ｔ２から時間Ｔ
３の間では電流Ｊ２を示している。電流信号（Ｊ）は、時間Ｔ３から時間Ｔ４の間、およ
び時間Ｔ４から時間Ｔ５の間では、電流Ｊ３を示している。電流／電圧・周波数変換ユニ
ット２の電荷積分部２１は、放射線検出器１が出力した、このようにステップ状に変化す
る、電流信号（Ｊ）を入力して、電荷として蓄積する。
【００２６】
　図３は、放射線測定装置１００動作を理解し易いように、電荷積分部２１から出力され
る鋸波状パルスの波形を、模式的に表したものである。電荷積分部２１は、蓄積された電
荷に比例した電圧信号（Ｖｘ）を出力する。電圧比較部２２は、その電圧信号（Ｖｘ）が
設定値（Ｖａ）に到達したら、反転してトリガ信号を発する。電荷放電部２３は、そのト
リガ信号をトリガにして、コンデンサ２１１に定電流源２３１から一定電流を一定時間流
して、コンデンサ２１１に電流を蓄積させる。
【００２７】
　電荷放電部２３が、蓄積された電荷を放電させると、コンデンサ２１１の電圧値は山か
ら谷まで低下する。矩形波パルス出力部２４は、前記トリガ信号に対応して、一定電圧か
つ一定時間幅の矩形波パルスを出力する。図４は、放射線測定装置１００動作を理解し易
いように、矩形波パルス出力部２４から出力される矩形波パルスの波形を、模式的に表し
たものである。矩形波パルス出力部２４は、時間Ｔ１から時間Ｔ２の間に４個の矩形波パ
ルスを発行している。矩形波パルス出力部２４は、時間Ｔ２から時間Ｔ３の間に３個の矩
形波パルスを発行している。時間Ｔ３以降になると、電圧信号が設定値（Ｖａ）に到達し
ていないため、矩形波パルスは、一度も発行されていない。
【００２８】
　電離箱の場合、矩形波パルス出力部２４から出力される矩形波パルスの繰り返し周波数
は、バックグラウンドレベルでは数ｃｐｍと低く、分解能が低い。このため、電離箱で精
度の高い測定をしようとすると、数１０分間について計数する必要がある。そこで、実施
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の形態に係わる放射線測定装置１００では、以下のようにして測定時間を短縮する。放射
線測定装置１００の演算ユニット５において、実計数値算出部５１は、アナログ／デジタ
ル変換ユニット４から入力した電圧値（デジタル変換された電圧データ）について、電荷
積分部２１から出力される鋸波状パルスのピーク電圧と谷電圧との電圧差を１カウントと
みなす。
【００２９】
　実計数値算出部５１は、演算周期毎にサンプリングされる今回演算周期の電圧値に基づ
き、１カウント未満の計数値ｃ（今回）を求める。計数ユニット３から入力した計数値Ｃ
（今回）に計数値ｃ（今回）を加算して、今回演算周期の積算計数値（今回）＝｛計数値
Ｃ（今回）＋計数値ｃ（今回）｝とする。今回演算周期の積算計数値（今回）から、前回
演算周期の積算計数値（前回）＝｛計数値Ｃ（前回）＋計数値ｃ（前回）｝を減算して、
その差［｛計数値Ｃ（今回）＋計数値ｃ（今回）｝－｛計数値Ｃ（前回）＋計数値ｃ（前
回）｝］を実計数値（今回）と表記する。
【００３０】
　実計数値（今回）は、実計数値メモリ５２に記憶され、実計数値データ列の最新位置に
格納される。演算ユニット５は、実計数値メモリ５２の最古位置の実計数値を廃棄して、
実計数値データ列を最新化する。移動平均計数率算出部５４は、最新化された実計数値デ
ータ列から、移動平均計数率（今回）を求める。移動平均計数率（今回）は、実計数値メ
モリ５２に格納されている実計数値を、最新から過去に遡って順番に設定されたデータ数
まで積算し、それらのデータに対応する積算時間で除して求められる。演算ユニット５は
、このようにして１カウント未満の端数計数値を実計数値に組み込むことにより、測定の
分解能を向上させて測定時間を短縮する。
【００３１】
　工学値変換部５５は、移動平均計数率に工学値変換係数を乗じて工学値、例えば線量率
（単位：ｎＧｙ／ｈ）、を出力する。表示ユニット６は、出力された工学値を表示する。
なお、通常処理（Ｄ０）を実行する場合、リセットを間に挟むことが生じる。計数ユニッ
ト３は、この場合、特別にそのリセット情報（リセット設定値など）も合わせて出力する
。実計数値算出部５１は、計数ユニット３から計数値とリセット情報を入力すると、この
リセット情報に基づき今回演算周期の実計数値（今回）を、［｛計数値Ｃ（今回）＋リセ
ット設定値＋計数値ｃ（今回）｝－｛計数値Ｃ（前回）＋計数値ｃ（前回）｝］により算
出する。次の演算周期では、実計数値を通常の［｛計数値Ｃ（今回）＋計数値ｃ（今回）
｝－｛計数値Ｃ（前回）＋計数値ｃ（前回）｝］に戻して算出する。
【００３２】
　次に、図５から図７を参照して、鋸波状パルスの突変の形とノイズの関係について説明
する。同図は、信号波形に重畳するノイズの種類と形を示している。図５は、鋸波状パル
スの傾斜が、天然核種から放出されたα線で、突変して押し上げられて不連続になった様
子を示している。このα線は、電離箱の内壁にたまたま露出しているか、または製造工程
で除去されないで残った、天然核種から放出される。この場合、鋸波は押し上げられたま
まで元に戻らない。信号波形は、α線により電離箱内に生成された電荷に相当する電圧が
重畳されて不連続に上昇している。その後、信号波形は、上昇点を起点に元の傾きで推移
する。
【００３３】
　実計数値算出部５１は、アナログ／デジタル変換ユニット４がサンプリング測定した鋸
波状パルスの電圧値を定周期で取り込んでいる。時間Ａ１では、ノイズ前の正常な状態の
電圧値を示している。時間Ａ２、及びその後の時間Ａ３では、実計数値算出部５１は、ノ
イズ後の電圧値を取り込んでいることを示している。時間Ａ１、及び時間Ａ３の信号波形
は、ノイズによる電圧変化を保持したまま鋸波状パルスの傾斜が正常復帰していることを
示す。
【００３４】
　電離箱は、例えば高純度のアルミニウムで製造されている。電離箱の内表面には、天然
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核種がまれに剥き出しになっていることがある。あるいは、電離箱のクリーニング工程か
ら電離ガスの充填工程の間で、空気中のラドン、トロンまたはその子孫核種が、極微量に
残存したり、または混入したりする。このため、極くまれな頻度で、信号波形に図のよう
な突変が発現する。
【００３５】
　図６は、静電気ノイズによる鋸波状パルスの突変の形を表している。鋸波状パルスの傾
斜に山型の突変が発現し、その後、鋸波状パルスは、元の基本的な傾斜に戻る様子を示し
ている。静電気ノイズは、放射線検出器１、電荷積分部２１、両者の間の電流信号ライン
のいずれかが静電気の影響を受けた場合に発生する。電荷積分部２１のコンデンサ２１１
にノイズ電荷が充電され、その後ゆっくりと放電される。
【００３６】
　実計数値算出部５１は、時間Ａ１のタイミングでは、ノイズ前の正常な状態の電圧値を
読み込んでいる。実計数値算出部５１は、時間Ａ２のタイミングで、ノイズ電荷放電中の
電圧値を、読み込んでいる。実計数値算出部５１は、時間Ａ３のタイミングで、時間Ａ１
の延長線にある正常な鋸波状パルスに復帰した電圧値を、読み込んでいる。
【００３７】
　図７は、放射線測定装置が電磁誘導ノイズの影響を受けて、鋸波状パルスに振動ノイズ
が重畳する様子を示している。実計数値算出部５１は、時間Ａ１のタイミングでは、ノイ
ズ前の正常な状態の電圧値を、読み込んでいる。実計数値算出部５１は、時間Ａ２のタイ
ミングで、ノイズ電荷充電中の電圧値を、読み込んでいる。実計数値算出部５１は、時間
Ａ３のタイミングでは、時間Ａ１の延長線にある正常な鋸波状パルスに復帰した電圧値を
、読み込んでいる。
【００３８】
　次に、図８のフローチャートにより、放射線測定装置１００の動作について説明する。
同図に示されているフローチャートは、演算ユニット５（工学値演算処理手段）における
通常処理のほかに、ノイズ処理部５３（ノイズ処理手段）におけるノイズ処理の手順も説
明している。放射線測定が、Ｓ００で、スタートすると、ノイズ処理部５３は、Ｓ０１で
は、実計数値メモリ５２から今回演算周期で得られる実計数値（今回）を、実計数値算出
部５１から前回演算周期で得られた積算計数値(前回)を、それぞれ読み込む。Ｓ０２では
、実計数値（今回）が、設定された許容範囲（許容下限値：ＰＬ～許容上限値：ＰＵ）に
収まっているかどうかを判定する。すなわち、許容下限値（ＰＬ）≦実計数値（今回）≦
許容上限値（ＰＵ）かどうかを判定する。
【００３９】
　Ｓ０２の判定がＹｅｓならば、Ｓ０３に進む。Ｓ０３では、Ｑ＝０かどうかを判定する
。ここで、Ｑは、許容範囲逸脱回数と呼ばれ、実計数値（今回）が許容範囲を逸脱した回
数を表している。Ｓ０３の判定がＹｅｓならば、Ｓ０４に進む。Ｓ０４では、通常処理（
Ｄ０）を実行する。まず、移動平均計数率算出部５４において、今回演算周期の移動平均
計数率（今回）を求めて出力させる。また、工学値変換部５５において、その移動平均計
数率（今回）に基づき、工学値を求めて出力させる。さらに、表示ユニット６において、
その工学値を表示させる。この一連の通常処理（Ｄ０）が終了したら、Ｓ０１に戻る（図
９を参照のこと）。
【００４０】
　Ｓ０２の判定がＮｏならば、Ｓ０５に進む。Ｓ０５では、実計数値（今回）が許容範囲
を逸脱した回数（Ｑ）に１を加算し、Ｓ０６に進む。Ｓ０６では、Ｑ＝１かどうかを判定
する。Ｓ０６の判定がＹｅｓならば、Ｓ０７に進む。Ｓ０７では、積算計数値（前回）を
、実計数値が許容範囲を逸脱する直前の積算計数値として記憶して、Ｓ０９に進む。Ｓ０
６の判定がＮｏならば、Ｓ０８に進む。Ｓ０８では、Ｑが設定された許容回数（Ｗ）に対
して、Ｑ≦Ｗかどうかを判定する。
【００４１】
　Ｓ０８の判定がＹｅｓならば、Ｓ０９に進む。Ｓ０９では、ノイズ処理（Ｄ１）を実行
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する。まず、工学値変換部５５において、前回演算周期の工学値を、今回演算周期の工学
値として出力させる。また、表示ユニット６において、その出力された工学値を表示させ
る。この一連のノイズ処理（第１のノイズ処理）が終了したら、Ｓ０１に戻る（図１０を
参照のこと）。Ｓ０８の判定がＮｏならば、Ｓ１０に進む。Ｓ１０では、通常処理（Ｄ０
）を実行させてＳ０１に戻る（図９を参照のこと）。
【００４２】
　Ｓ０３の判定がＮｏならば、Ｓ１１に進む。Ｓ１１では、Ｑ≦Ｗかどうかを判定する。
Ｓ１１の判定がＹｅｓならば、Ｓ１２に進む。Ｓ１２では、第１の平均実計数値を求めて
、Ｓ１３に進む（図１１を参照のこと）。第１の平均実計数値は、積算計数値（前回）か
ら実計数値が許容範囲を逸脱する直前の積算計数値を減算し、その差をＱ＋１で除して求
められる。Ｑ＋１は、第１のノイズ処理を実行した回数に相当する。
【００４３】
　Ｓ１３では、その第１の平均実計数値が許容範囲内にあるかどうかを判定する。すなわ
ち、許容下限値（ＰＬ）≦第１の平均実計数値≦許容上限値（ＰＵ）かどうかを判定する
。ここで、第１の平均実計数値の許容下限値（ＰＬ）と許容上限値（ＰＵ）は、実計数値
（今回）の許容下限値（ＰＬ）と許容上限値（ＰＵ）と、それぞれ同じである。
【００４４】
　Ｓ１３の判定がＹｅｓならば、Ｓ１４に進む（図１２を参照のこと）。Ｓ１４では、ノ
イズ処理（Ｄ２）を実行する。まず、実計数値メモリ５２において、許容範囲を逸脱した
期間の実計数値を、すべて、第１の平均実計数値で置き換える。移動平均計数率算出部５
４において、置き換え後の実計数値データ列に基づき、移動平均計数率（今回）を求めて
出力させる。工学値変換部５５において、移動平均計数率（今回）に基づき、工学値を求
めて出力させる。表示ユニット６において、求めた工学値を表示させる。この一連のノイ
ズ処理（第２のノイズ処理）が終了したら、Ｓ１６で許容範囲逸脱回数（Ｑ）をリセット
して、Ｓ０１に戻る。
【００４５】
　Ｓ１３の判定がＮｏならば、Ｓ１５に進む（図１３を参照のこと）。Ｓ１５ではノイズ
処理（Ｄ３）を実行する。まず、実計数値（今回）と許容範囲を逸脱する直前の実計数値
を平均した第２の平均実計数値を求める。実計数値メモリ５２において、許容範囲を逸脱
した期間の実計数値を、すべて、第２の平均実計数値で置き換える。移動平均計数率算出
部５４において、置き換え後の実計数値データ列に基づき移動平均計数率（今回）を求め
て出力させる。工学値変換部５５において、移動平均計数率（今回）に基づき工学値を求
めて出力させる。表示ユニット６において、求めた工学値を表示させる。この一連のノイ
ズ処理（第３のノイズ処理）が終了したら、Ｓ１６で許容範囲逸脱回数（Ｑ）をリセット
して、Ｓ０１に戻る。
【００４６】
　Ｓ１１の判定がＮｏならば、Ｓ１７に進む（図９を参照のこと）。Ｓ１７では、通常処
理（Ｄ０）を実行させて、Ｓ１６に進む。Ｓ１６では、許容範囲逸脱回数（Ｑ）をリセッ
トしてＳ０１に戻る。なお、許容下限値ＰＬ≦実計数値（今回）≦許容上限値ＰＵの状態
から、次の演算周期で積算計数値が正常に復帰したとしても、前回演算周期の積算計数値
の影響で、実計数値は、通常、正常復帰しない。実計数値の正常復帰は、１演算周期遅れ
ることになる。
【００４７】
　ただし、極くまれな現象として、前回演算周期の積算計数値がノイズによりある方向に
振れ、今回演算周期の積算計数値が逆方向に振れ、かつ振れ幅が同等の場合は、実計数値
は、１演算周期の遅れなしで、正常復帰する。この場合、ノイズ処理（Ｄ２）またはノイ
ズ処理（Ｄ３）が実行されることになるが、実質的な影響はない。
【００４８】
　ノイズ処理部５３は、測定対象の放射線が、通常のバックグラウンド状態を基準として
、有意に変化したら、実計数値の許容範囲からの逸脱として検知する。この許容範囲から
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の逸脱は、ノイズ以外に、降雨または降雪に伴って放射線測定装置周辺のラドン、トロン
の子孫核種が増加することでも発生する。また、監視対象施設の事故でも同様である。こ
れらは測定対象であるため、可能な限りレスポンス遅れまたは欠測がないように、リアル
タイムに出力されることが望ましい。
【００４９】
　これらに起因する実計数値の許容範囲からの逸脱は、一般的な一過性ノイズに対して、
継続時間が長い。例えば、演算周期を５秒とした場合には、一過性のノイズは、２演算周
期以内で終息する。３演算周期目には、積算計数値が正常復帰し、４演算周期目に実計数
値が正常復帰する。許容回数（Ｗ）は、１以上の自然数である。例えば、Ｗ＝４と設定す
れば、レスポンスの遅れは２０秒となる。この程度の遅れは、十分許容できる範囲に収ま
っている。
【００５０】
　なお、放射線検出器内の静電気ノイズ、及び空中伝搬の電磁ノイズ等は、ノイズ侵入前
後の鋸波状パルスの傾きに影響を与えない。前記ノイズ処理（Ｄ２）を実行することによ
り、ノイズ侵入期間の実計数値は、前記第１の平均実計数値で置き換えられて、欠落のな
い実データが復元される。
【００５１】
　また、放射線検出器１が電離箱の場合には、電離箱の内壁表面の天然核種から放出され
たα線により突発的なノイズ電流が流れる。電荷積分部２１の鋸波出力は、突変上昇して
不連続になる。極くまれに発生する単発事象のために、次の演算周期で、鋸波の傾きは正
常復帰する。この事象で発生する欠測は、最大２演算周期である。前記ノイズ処理（Ｄ３
）が実行されることにより、当該演算周期の実計数値は、前記第２の平均実計数値で置き
換えるので測定に実質的に影響しない。
【００５２】
　静電気ノイズは、放射線測定装置が影響を受ける代表的な電磁ノイズの一つである。静
電気ノイズは、電荷積分部２１の入力に侵入した正または負のノイズ電流が、その出力信
号の鋸波状パルスに正または負の突変電圧ノイズとして重畳される。また、電磁ノイズは
、電荷積分部２１の入力に侵入した正と負で交互に振動するノイズ電流がその出力信号の
鋸波状パルスに振動電圧ノイズとして重畳される。両者共にノイズ侵入中の電流信号成分
がノイズ終息直後の鋸波状パルスに忠実に反映される。電荷積分部２１の出力信号として
の鋸波パルスの基本波形には影響しないので、前記ノイズ処理（Ｄ２）を適用する。
【００５３】
　また、放射線検出器内の自己汚染放射性物質のα線により、鋸波状パルスの基本波形は
単発事象としてステップ状に突変する。このステップ状の突変を除去すれば、自己汚染放
射性物質は鋸波状パルスの基本波形（電荷積分部２１の出力信号）には影響しないので、
前記ノイズ処理（Ｄ３）を適用する。ノイズ処理（Ｄ３）では、ノイズ侵入の直前と直後
の積算計数値に基づき、第２の平均実計数値を求めて間を補間する。設定されたデータ数
を有する実計数値のデータ列（実計数値の時系列的な並び）を最新化するようにしたので
、欠測のない高信頼かつ高精度の放射線測定装置が得られる。
【００５４】
　この発明に係る放射線測定装置は、放射線を検出して電流信号を出力する放射線検出器
と、その電流信号の電荷を蓄積して電圧信号に変換し、その電圧信号が設定された電圧レ
ベルになったら蓄積した電荷を放電すると共に矩形波パルスを出力し、電荷の蓄積と放電
を繰り返すことにより電流信号に比例する繰り返し周波数の鋸波状パルスを出力する電流
／電圧・周波数変換ユニットと、前記鋸波状パルスを形成する電圧信号をサンプリングし
て電圧値を出力するアナログ／デジタル変換ユニットと、前記矩形波パルスを計数して計
数値を出力する計数ユニットと、演算ユニットと、を備えている。
【００５５】
　前記演算ユニットは、工学値演算処理手段とノイズ処理手段を有し、前記工学値演算処
理手段は、演算周期毎に前記電圧値及び前記計数値を入力し、前記電圧値に基づき１未満
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の計数値を求め、その１未満の計数値に前記計数値を加算して加算計数値を求め、今回演
算周期と前回演算周期の前記積算計数値の差としての実計数値を求め、設定されたデータ
数の前記実計数値の時系列的な並びとしてのデータ列を最新化する形で今回演算周期の前
記実計数値を取り込み、そのデータ列に基づき移動平均計数率を求め、その移動平均計数
率を工学値に変換して出力する。
【００５６】
　前記ノイズ処理手段は、前記工学値演算処理手段に対して、今回演算周期の前記実計数
値が許容範囲内の場合に、今回演算周期の前記移動平均計数率に基づく工学値を出力する
通常処理を実行させる。前記許容範囲を逸脱した場合に、前記許容範囲を逸脱する直前の
演算周期の工学値を出力させる一連の第１のノイズ処理を実行させる。前記第１のノイズ
処理を連続で実行した回数が設定回数以内の場合は、前記第１のノイズ処理を継続させる
。その設定回数以内に前記実計数値が許容範囲に復帰したら、今回演算周期の前記積算計
数値から第１のノイズ処理直前の演算周期の前記積算計数値を減算し、その差を第１のノ
イズ処理を実行した回数（Ｑ＋１）で除して第１の平均実計数値を求める。
【００５７】
　第１の平均実計数値が前記許容範囲内の場合は、前記実計数値をこの第１の平均実計数
値で置き換えて前記移動平均計数率を求める。さらに、その移動平均計数率を前記工学値
に変換して出力する第２のノイズ処理を実行させる。前記第１のノイズ処理を実行した回
数をリセットして一連のノイズ処理を終了させる。
【００５８】
　第１の平均実計数値が前記許容範囲を逸脱した場合は、許容範囲を逸脱した実計数値（
今回）を、実計数値（今回）と直前かつ前記許容範囲にある第２の平均実計数値でそれぞ
れ置き換えて前記移動平均計数率を求める。その移動平均計数率を前記工学値に変換して
出力する第３のノイズ処理を実行させる。前記第１のノイズ処理を実行した回数をリセッ
トして一連のノイズ処理を終了させる。前記設定回数以内に前記実計数値が許容範囲に復
帰しない場合は、ノイズ処理をスキップさせて通常処理を実行させる。前記実計数値が許
容範囲に復帰したら第１のノイズ処理を実行した回数をリセットして、ノイズ処理のスキ
ップをリセットするようにしたものである。
【００５９】
　したがって、この発明に係る放射線測定装置は、放射線が入射すると電流信号を出力す
る放射線検出器と、放射線検出器が出力した電流信号を電圧信号に変換し、この電圧信号
を基にして矩形波パルスを形成する第１の変換ユニットと、第１の変換ユニットが変換し
た電圧信号をサンプリングして、デジタル電圧データを出力する第２の変換ユニットと、
第１の変換ユニットが形成した矩形波パルスを計数する計数ユニットと、第２の変換ユニ
ットが出力したデジタル電圧データと計数ユニットが出力した矩形波パルスの計数値から
積算計数値を求め、今回演算周期の積算計数値（今回）と前回演算周期の積算計数値（前
回）との差から実計数値（今回）を求めて記憶する演算ユニットと、演算ユニットが演算
した結果を表示する表示ユニットと、を備え、演算ユニットは、演算周期毎に、実計数値
（今回）と積算計数値（前回）を読み込み、この読み込んだ実計数値（今回）が許容範囲
に収まっているかどうかを判断し、実計数値（今回）が許容範囲に収まっていると判断し
た場合は、許容範囲逸脱回数がゼロかどうかを判断し、許容範囲逸脱回数がゼロであると
判断した場合は、通常処理を実行し、実計数値（今回）が許容範囲に収まっていないと判
断した場合は、許容範囲逸脱回数に１を加算し、さらにこの加算された許容範囲逸脱回数
が１かどうかを判断し、加算された許容範囲逸脱回数が１であると判断した場合は、積算
計数値（前回）を、実計数値が許容範囲を逸脱する直前の積算計数値として記憶し、さら
に第１のノイズ処理を実行し、加算された許容範囲逸脱回数が１ではないと判断した場合
は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっているかどうかを判断し、許容範囲逸脱回
数が許容回数に収まっていないと判断した場合は、通常処理を実行し、許容範囲逸脱回数
が許容回数に収まっていると判断した場合は、第１のノイズ処理を実行し、通常処理は、
積算計数値（今回）を含む実計数値データ列から移動平均計数率（今回）を求め、この求
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められた移動平均計数率（今回）を工学値に変換して出力する処理を含んでおり、第１の
ノイズ処理は、前回演算周期の工学値を今回演算周期の工学値として出力する処理を含ん
でいる、ことを特徴とする。
【００６０】
　また、この発明に係る放射線測定装置において、演算ユニットは、許容範囲逸脱回数が
ゼロでないと判断した場合は、この許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっているかどうか
を判断し、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まっていないと判断した場合は、通常処理を
実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、許容範囲逸脱回数が許容回数に収まって
いると判断した場合は、積算計数値（前回）から第１のノイズ処理直前の演算周期の積算
計数値を減算し、この差分を許容範囲逸脱回数に１を加えた数で除して第１の平均実計数
値を求め、この求められた第１の平均実計数値が許容範囲に収まっているかどうかを判断
し、第１の平均実計数値が許容範囲に収まっていると判断した場合は、第２のノイズ処理
を実行し、さらに許容範囲逸脱回数をリセットし、第２のノイズ処理は、許容範囲を逸脱
している実計数値を第１の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基
づいて移動平均計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率（今回）を工学値
に変換して出力する処理を含んでいる、ことを特徴とする。
【００６１】
　また、この発明に係る放射線測定装置において、演算ユニットは、第１の平均実計数値
が許容範囲に収まっていないと判断した場合は、第３のノイズ処理を実行し、さらに許容
範囲逸脱回数をリセットし、第３のノイズ処理は、実計数値（今回）と許容範囲にある直
近の実計数値を平均して第２の平均実計数値を求め、許容範囲を逸脱している実計数値を
この第２の平均実計数値で置き換え、置き換え後の実計数値データ列に基づいて移動平均
計数率（今回）を求め、この求められた移動平均計数率を工学値に変換して出力する処理
を含んでいる、ことを特徴とする。
【００６２】
実施の形態２．
　実施の形態２に係わる放射線測定装置１００について、図８、図１４、図１５および図
１６に基づいて説明する。実施の形態２に係わる放射線測定装置１００は、基本的に図８
に示したフローチャートにしたがって動作する。実施の形態２では、図１４のフローチャ
ートのように、実施の形態１の図８のフローチャートにおけるＳ０６とＳＯ７の間にＳＯ
６１の処理を追加している。Ｓ０６の判定がＹｅｓの場合には、Ｓ０６１で「Ｑ＝１」と
「年月日時刻」を記憶しておく。同様に、図１５のフローチャートのように、図８のフロ
ーチャートのＳ１４とＳ１６の間に、Ｓ１４１の処理を追加している。Ｓ１４１で、「Ｄ
２終了」と「年月日時刻」を記憶しておく。
【００６３】
　また、図１６のフローチャートのように、図８のフローチャートのＳ１５とＳ１６の間
に、Ｓ１５１の処理を追加している。Ｓ１５１で、「Ｄ３終了」と「年月日時刻」を記憶
しておく。表示ユニット６からリクエストすることにより、それらの記憶している内容を
表示ユニット６に表示させるようにしている。放射線検出器１が電離箱の場合、ノイズの
侵入期間から、電気的ノイズなのか自己汚染α線ノイズなのかを推定できるようになる。
【００６４】
　放射線測定装置の定期点検時には、必要に応じて接地線接続箇所の接触抵抗等のノイズ
原因調査を計画している。これらの情報を、ノイズ原因調査を効率的に行うための保守情
報として役立てることができる。前記ノイズ処理手段は、前記第１のノイズ処理開始の年
月日時刻、前記第２のノイズ処理実行の年月日時刻、前記第３のノイズ処理実行の年月日
時刻をそれぞれ記憶しておき、前記工学値演算処理手段はリクエストによりそれら年月日
時刻を表示する。
【００６５】
実施の形態３．
　実施の形態３に係わる放射線測定装置１００について、図８、図１７および図１８に基
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づいて説明する。実施の形態３に係わる放射線測定装置１００は、基本的に図８に示した
フローチャートにしたがって動作する。なお、実施の形態３は、図１７のフローチャート
のように、実施の形態２の図１５のフローチャートにおけるＳ１４１とＳ１６の間にＳ１
４２を追加している。Ｓ１４２では、ノイズ処理（Ｄ２）の回数を積算して、Ｄ２処理の
積算回数を記憶している。同様に図１８のフローチャートのように、図１６のフローチャ
ートのＳ１５１とＳ１６の間にＳ１５２を追加している。Ｓ１５２では、ノイズ処理（Ｄ
３）の回数を積算して、Ｄ３処理の積算回数を記憶している。
【００６６】
　表示ユニット６からリクエストすることにより、それらの記憶している内容は表示ユニ
ット６に表示させるようにしている。放射線測定装置の状態に関する情報を提供すること
で保守性が更に向上する。前記ノイズ処理手段は、前記第２のノイズ処理実行の積算回数
及び前記第３のノイズ処理実行の積算回数をそれぞれ記憶しておき、前記工学値演算処理
手段はリクエストによりその積算回数を表示するようにしたことを特徴とする。
【００６７】
実施の形態４．
　実施の形態４に係わる放射線測定装置１００について、図８および図１９に基づいて説
明する。なお、実施の形態４は、図１９のフローチャートのように、実施の形態１におけ
るＳ０１とＳ０２の間にＳ０１１を追加している。Ｓ０１１では、実計数値（今回）≧ノ
イズ処理スキップ切換計数値かどうかを判定している。Ｓ０１１の判定がＮｏならば、低
放射線状態と判断し、Ｓ０２に進む。Ｓ０１１の判定がＹｅｓならば、高放射線状態と判
断し、Ｓ０４に進む。Ｓ０４では、通常処理（Ｄ０）を実行し、Ｓ０１に戻る。したがっ
て、ノイズ処理手段は、今回演算周期の実計数値が設定された値（ノイズ処理スキップ切
換計数値）を超えたら、全てのノイズ処理をスキップする。
【００６８】
　ノイズ処理を期待しない高放射線状態では、鋸波状パルスの繰り返し周波数が高くなる
。鋸波の傾斜が急峻になり、電圧値（デジタル変換された電圧データ）に基づく１カウン
ト未満の計数値ｃ（今回）が無視できる状態が発生する。高放射線状態ではノイズ処理を
スキップさせることにより、アナログ／デジタル変換ユニット４は、電荷積分部２１の出
力（鋸波状パルスの電圧）を読み込むタイミングがノイズ処理機能の誤動作を誘発するリ
スクを回避できるようになる。その結果、測定レンジの上限に亘って、信頼性の高い放射
線測定装置が得られる。
【００６９】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を自由に組み合わせたり、各
実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　この発明は、上述したように、放射線検出器からの電流信号に基づく鋸波電圧の基本波
形に、ノイズ電流による電圧突変が重畳された測定データを第１～第３のノイズ処理を実
行することにより、ノイズ電流による指示変動を抑制するようにした放射線測定装置であ
り、原子力発電所、核燃料再処理施設、放射線利用施設、及びそれらの施設周辺等に設置
される、空間の線量率等を測定するための放射線測定装置として利用可能である。
【符号の説明】
【００７１】
１　放射線検出器、２　電流／電圧・周波数変換ユニット、２１　電荷積分部、２１１　
コンデンサ、２１２　オペアンプ、２２　電圧比較部、２３　電荷放電部、２３１　定電
流源、２４　矩形波パルス出力部、３　計数ユニット、４　アナログ／デジタル変換ユニ
ット、５　演算ユニット、５ａ　マイクロプロセッサ、５１　実計数値算出部、５２　実
計数値メモリ、５３　ノイズ処理部、５４　移動平均計数率算出部、５５　工学値変換部
、６　表示ユニット、７　バイアス電源ユニット、１００　放射線測定装置、ＰＬ　許容
下限値、ＰＵ　許容上限値、
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